
JP 2015-143842 A5 2016.8.12

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成28年8月12日(2016.8.12)

【公開番号】特開2015-143842(P2015-143842A)
【公開日】平成27年8月6日(2015.8.6)
【年通号数】公開・登録公報2015-050
【出願番号】特願2014-257411(P2014-257411)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月24日(2016.6.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（メタ）アクリル系樹脂からなり、面配向係数ΔＰの絶対値が０．３×１０-4以上２．
５×１０-4以下である延伸フィルムを含む偏光板用保護フィルム。
【請求項２】
　前記延伸フィルムは、ゴム粒子を含む請求項１に記載の偏光板用保護フィルム。
【請求項３】
　前記延伸フィルムは、二軸延伸フィルムである請求項１又は２に記載の偏光板用保護フ
ィルム。
【請求項４】
　前記延伸フィルムは、その厚みが１０～１５０μｍである請求項１～３のいずれか１項
に記載の偏光板用保護フィルム。
【請求項５】
　前記延伸フィルム上に積層される表面処理層をさらに含む請求項１～４のいずれか１項
に記載の偏光板用保護フィルム。
【請求項６】
　前記延伸フィルムの厚み方向の位相差値（Ｒth）が－３５ｎｍ～３５ｎｍである請求項
１～５のいずれか１項に記載の偏光板用保護フィルム。
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【請求項７】
　前記延伸フィルムの面内の位相差値（Ｒ0）が０ｎｍ～１５ｎｍである請求項１～６の
いずれか１項に記載の偏光板用保護フィルム。
【請求項８】
　偏光フィルムと、
　前記偏光フィルムの少なくとも一方の面に接着剤層を介して積層される請求項１～７の
いずれか１項に記載の偏光板用保護フィルムと、
を含む、偏光板。
【請求項９】
　前記接着剤層が、エポキシ化合物、オキセタン化合物、及び（メタ）アクリル系化合物
からなる群より選ばれる少なくとも一つの成分の硬化物を含む請求項８に記載の偏光板。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６９】
　（１）面内位相差値Ｒ0及び厚み方向位相差値Ｒth

　王子計測機器株式会社製の位相差測定装置「ＫＯＢＲＡ－ＷＲ」を用いて、波長５９０
ｎｍにおける面内位相差値Ｒ0及び傾斜位相差値（４０°傾斜）を測定し（平均屈折率は
１．４９とした。）、これらの測定値から波長５９０ｎｍにおける３次元屈折率ｎx、ｎy

、ｎzを算出し（ｎx、ｎy、ｎzの意味は上述のとおりである。）、下記式：
Ｒth＝［（ｎx＋ｎy）／２－ｎz］×ｄ
（ｄは、二軸延伸フィルムの厚みである。）
に基づいて、厚み方向位相差値Ｒthを求めた。なお、面内位相差値Ｒ0は、下記式：
Ｒ0＝（ｎx－ｎy）×ｄ
で定義される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７４】
　得られた偏光板を、偏光フィルムの吸収軸が長辺と平行になるように長さ２００ｍｍ×
幅２５ｍｍのサイズに切り出し、評価用サンプルとした。評価用サンプルを、（メタ）ア
クリル系樹脂フィルム側でアクリル系粘着剤を介してガラス板に貼合し、温度２３℃、相
対湿度６０％の雰囲気下で１日放置した。その後、偏光フィルムと（メタ）アクリル系樹
脂フィルムとの界面で１８０°方向に、剥離速度３００ｍｍ／分で剥離する剥離試験を行
った。このときの剥離強度（密着力）〔Ｎ／２５ｍｍ〕を、（株）島津製作所製の「オー
トグラフ　ＡＧＳ－５０ＮＸ」を用いて測定した。
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